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（１） 教育・保育施設とは 

●

●

●

●

●

「認定こども園」ってなんですか？ 

教育施設ではこどもを長時間あずけられないのですか？ 

１．教育・保育施設（０～５歳児）

教育 

保育 



（２） 教育・保育“認定”とは 

１号認定 

→

２号認定 

３号認定 

認定を受けないと、教育・保育施設は利用できないのですか？ 



（１） 申し込みに必要な要件  

「保育の利用が必要な事由」

（２） 保育の利用が必要な事由  

１ 就労 

２ 求職活動（起業準備） 

３ 就学 

４ 妊娠・出産 

５ 疾病・障がい 

６ 介護・看護 

７ その他 

２．保育施設の申し込み 



（３） 保育施設を利用できる期間（利用終了日）の認定  

「小学校に就学する前まで」

求職活動 

（起業準備） 

就学 

妊娠・出産 

疾病・障がい 

介護・看護 

その他 

申し込みの時に認定された利用終了日に、必ず退園しなければなりませんか？ 



（４） 入園月（利用開始月）  

→

→

13 日以前 

（就労開始予定日が 14 日以前） 

1４日以降 

（就労開始予定日が 1５日以降） 

慣らし保育とは何ですか？必ず慣らし保育をしなければならないですか？ 

→



● →

● →

令和７年９月１０日

→→ 令和７年８月入園または９月入園を希望し予約入園申し込みをする 

→ ８月入園を希望の場合、以下の期間のいずれかで申し込みができます

●

●

●

●

●

●

●

例 

注意 



【参考資料：令和７年度の歳児クラス早見表】 

０歳児クラス 
R 7（2025）年 4 月 2 日 ～ R14（2032）年３月３１日 

R 6（2024）年 4 月 2 日 ～ R 7（2025）年 4 月 1 日 R13（2031）年３月３１日 

１歳児クラス R 5（2023）年 4 月 2 日 ～ R 6（2024）年 4 月 1 日 R12（2030）年３月３１日 

２歳児クラス R 4（2022）年 4 月 2 日 ～ R 5（2023）年 4 月 1 日 R11（2029）年３月３１日 

３歳児クラス R 3（2021）年 4 月 2 日 ～ R 4（2022）年 4 月 1 日 R10（2028）年３月３１日 

４歳児クラス R 2（2020）年 4 月 2 日 ～ R 3（2021）年 4 月 1 日 R 9（2027）年３月３１日 

５歳児クラス H31（2019）年 4 月 2 日 ～ R 2（2020）年 4 月 1 日 R 8（2026）年３月３１日 

（５） 保育施設を利用できる時間（保育の必要量）の認定  

保育標準時間 

保育短時間 

保育標準時間

 保育短時間 



 ８時００分 ～ １６時００分 生品保育園、大原保育園、樟の木保育園、宝泉こども園、わたうちこども園、藪塚本町保育園

８時１５分 ～ １６時１５分 大原西保育園

８時２０分 ～ １６時２０分 由良こども園

８時３０分 ～ １６時３０分 上記以外の保育園、認定こども園（保育園由来）

各施設に直接ご確認ください。

就労、就学、介護・看護 

疾病・障がい、妊娠・出産、その他 

就労、就学、介護・看護 

求職活動（起業準備）、 

育児休業で継続利用の方 

（６） 保育の実施の解除  

保育標準 

時間

保育短 

時間



（７） 申し込みの流れ 【保育園、認定こども園（保育園由来）】 

①

②

③ →

④ →

⑤

⑥

次のページ



⑦

⑧

⑨

⑩

⑪



（８） 申し込み日程 【保育園、認定こども園（保育園由来）】 

太田市役所 こども課 

【新年度一斉募集での申し込み方法】 

●

●

【随時（途中）入園募集での申し込み方法】 

●

一次募集 

募集状況発表 

Web申し込み期間 

窓口（対面）申し込み期間 

二次募集 

募集状況発表 

Web申し込み期間   

窓口（対面）申し込み期間   

募集状況発表 

窓口（対面）申し込み期間 



（９） 申し込み方法 【保育園、認定こども園（保育園由来）】 

●● 新年度入園申し込み 

● 新年度入園申し込み （窓口 LINE予約が必要） 

● 随時（途中）入園申し込み （予約不要） 

随時（途中）入園の申し込み

窓口 LINE予約 （新年度入園申し込み） 

可能な方は、ぜひ Web での申し込みをお願いします！ 



（１０） 申し込みに必要な書類 （提出する書類） 

就労

求職活動 

（起業準備）

就学

妊娠・出産 

疾病・障がい 

介護・看護 

その他

 



会社員、パートなど 

雇用契約で働いている方 

育児休業後、復帰入園希望の方 

個人事業主、個人農業者、 

業務委託契約で働いている方 

※「事業（農業）を行っていることの確認が客観的にできること」とは 

【事業（農業）を行っていることの確認が客観的にできる書類】 

※法人代表者の方 

就労証明書は、どこに請求すればいいのですか？ 



 内容 提出書類 

転園の申し込み 

保護者・申込児童が外国籍の方 

申込児童に障がいがある 

同居者に障がい児（者）がいる 

保護者以外が申込書を提出する 

生活保護を受給している 

申し込みの前年または当年の１月１日

に国内に住所が無い 

太田市への転入予定での申し込み 

小学校就学前の兄姉が障がい者施設

等（※）に在園している 

 提出書類 注意点 

教育・保育給付認定申請書 

（兼）太田市保育施設等利用申込書 

保育所等の入所に関する確認票 

児童の健康状況調査票（表面） 

申請書・申込書に補記する事項（裏面） 



  内容 申し込み時に持参する書類 

（１） 
窓口に来庁する申請者（保護者）の 

マイナンバー（個人番号）確認書類 

（２） 
窓口に来庁する申請者（保護者）の 

本人確認書類 



（１１） 施設見学のポイント 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



（１２） 施設へのお子さまの健康状況の相談 

申し込み前に見学は必ずしなければなりませんか？ 

申し込み後、希望の施設が決定してから見学しようと思っています。 

施設の選び方がわかりません。 

自分の希望に合う施設が空いていません。どうしたらいいですか？ 



（１３） 申し込み結果の送付 

 選考結果送付時期 （郵便の都合などにより前後する場合があります） 

新年度入園募集 

〇 １次募集 ：１２月中旬ごろ 

〇 ２次募集 ： ３月中 

（市外保育施設申し込み者は上記に関わらず３月中）

随時（途中）入園募集 〇 申し込み月の 20 日ごろ 

【保育施設入園説明会】 



（１） 希望施設の記入 

３．保育施設申し込みの注意事項



（２） きょうだいの同時申し込み 

→

→

【一例】

（３） その他の注意事項 



（４） 入園の辞退や転園 

→

→



（5） 保育所入所不承諾通知（保育園に入れなかったことの証明書） 

①

②

③

→
→



→

① ②



（６） 太田市外に在住で太田市の保育施設を申し込む（広域入所・転入予定） 

【ご注意】

新年度入園一斉募集 
→

随時（途中）入園募集 

（７） 市外の保育施設を申し込む（広域入所） 



申し込み先 

必要書類 

→

→

→

→

事前相談（必須） 

申し込み締切日 

注意事項 

【広域入所要件の一例】



（１） 申し込み内容から事情が変わったとき 

 内容の例 

居住地などが変わった 

世帯状況が変わった 

保育の利用が必要な事由が変わった 

保育の利用が必要な事由がなくなり、 

家庭保育が可能となった 

就労状況や在学状況などが変わった 

 事情が変わった時期 手続き 

申し込み期間中 

（申し込み締め切り日まで） 

申し込み締め切り後、 

支給認定通知書の発行まで 

支給認定通知書の発行後 

（入園前、入園中） 

４．保育施設申し込み後の手続き



（２） 認定の変更 

変更内容 添付書類 備考 

保
育
必
要
量
\
変
更 

保
育
事
由
\
変
更 



（３） 下の子を妊娠・出産し産休・育休を取得したとき（育休継続入園） 

【ご注意】

●

●

●

●

１ 産休の取得 →→ 「妊娠・出産」認定への変更 

●

●

●

２ 「妊娠・出産」認定期間終了、育休の取得 → 「育児休業」認定への変更 

●

●

3 下の子の入園申し込み

●

●

●

４ 職場復帰 → 「就労」認定への変更 

●



【手続きのイメージ図】 

母親 

父親 

認定 

【イメージ図（例）】

母親 

父親 育児休業 

認定 

【母親よりも後に父親が育児休業から復帰する例】

母親 

父親 育児休業 

認定 

変更申請書① 

(母:妊娠出産) 

変更申請書② 

(母:育児休業) 

変更申請書③ 

(母:就労) 

下の子の入園 

変更申請書① 

(母:妊娠出産) 

変更申請書② 

(母:育児休業) 

変更申請書③ 

(母:就労) 

下の子の入園 

書類提出不要 

変更申請書① 

(母:妊娠出産) 

変更申請書② 

(母:育児休業) 

変更申請書④ 

(母:就労) 

下の子の入園 

変更申請書③ 
(父:育休) 

変更申請書⑤ 
(父:就労) 



（４） 世帯の状況などの変更 

 理由 必要書類 

税申告などにより、 

市町村民税額が変わるとき 

婚姻した 

離婚した 

母子父子認定を受けた 

母子父子認定が解除になった 

同居者が障がい認定を受けた 

生活保護の受給を開始した 



（５） その他の届け出 

 理由 提出書類 提出期限 備考 

保育施設の入園を 

辞退する 

（入園前） 

通園中の保育施設

を退園する 

（入園後） 

市外に転出する 

電話番号が変わる 

小学校就学前の兄

姉が障がい者施設

等（※）に入園する 

就労先（雇用先） 

が変わった 



（６） 現況届 （入園継続のための確認） 

現況届の提出対象者 

お知らせ 

提出書類 

提出先 

注意事項 

（７） 退園の手続き 



（１） ２・３号認定での保育施設の利用にかかるお金 

【０～２歳児クラスのお子さま】

保育料（利用者負担額） 

【３～５歳児クラスのお子さま】

給食費 

主食費 

副食費 

延長保育料 

その他、施設によって 

かかる実費 

５．保育施設にかかるお金



（２） 保育料（利用者負担額）、副食費免除の算定 

算定の対象 

（算定者） 

算定の元となる金額 

算定期間 

→

→

保育料（利用者負担額）、 

副食費免除の基準 

※「家計の主宰者が異なる場合」とは 

①

②

→ →

③

→ →



【会社員、パートなどお勤め先の給与から住民税が徴収（天引き）されている方】 

〇「特別徴収税額の決定・変更通知書」をご確認ください （毎年５～６月に会社経由で配布）

【自営業などで、ご自身で住民税を支払いする方、年金からの徴収の方】 

〇「市民税・県民税税額決定通知書」をご確認ください （毎年６月にご自宅に送付）

「市町村民税所得割額」とはなんですか？ 

寄附金税額控除 市 ○○〇円 県 〇○○円 



（３） 保育料（利用者負担額）の支払い方法 

【口座振替（口座引き落とし）でのお支払い】 

口座振替日 

口座振替の 

取り扱い金融機関 

（右記の本・支店） 

口座振替への切り替え 

→



【現金でのお支払い】 

納付期限 

納付書 

納付場所 

現金納付の 

取り扱い金融機関 

（右記の本・支店） 

（４） 保育料（利用者負担額）の支払いが難しいとき 

【滞納された保育料を児童手当で支払いできます】 

き



（５） 利用者負担の特例（保育料・給食費の減免、助成） 

①

②

→

① ②

①

②

４月からの保育料が急に高くなりました、なぜですか？ 

① ②



対象となる条件 

申請 

注意事項 

申請後 

助成金額 

申請方法 

その他要件 

支給時期など 
→



（１） 申し込みに必要な要件  

（２） 利用のイメージ  

【教育時間の一例】 ※施設によって異なります 

（３） 申し込み先 

 教育時間 

６．教育施設の申し込み・その他



（４） 入園までの流れ  

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



（５） 教育時間外の預かり保育 

【３～５歳児 （新２号認定）】 

認定の要件 →

申請に必要な 

書類 →

無償化金額 

【満３歳 （新３号認定）】 

認定の要件 
→

申請に必要な 

書類 →

無償化金額 

→



（６） 入園後の手続き（認定の変更など）  

 理由 必要書類など 

１号認定（教育）から 

２号認定（保育）に切り替える 

税申告などにより、 

市町村民税額が変わるとき 

婚姻した 

離婚した 

母子父子認定を受けた 

母子父子認定が解除になった 

同居者が障がい認定を受けた 

生活保護の受給を開始した 

退園したい 



（７） １号認定での教育施設の利用にかかるお金 

給食費 

主食費 

副食費 

預かり保育料 
→

その他、施設によって 

かかる実費 

（８） 副食費免除の算定 



（１） よくあるご質問 （Q&A） 

  Q A 

１ 

２ 

３ 

4 

5 

6 

7 

①

②

8 

７．巻末付録



9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 



22 

→

２3 

①

→ ②

24 

25 

26 

  Q A 

27 

28 

29 

30 

31 

32 



33 

  Q A 

34 

  Q A 

35 

36 

37 

38 

  Q A 

39 



（２） 太田市利用者負担額（保育料）表 

　　　※1号（教育）認定を受けて通っている方と3歳児以上で2号（保育）認定を受けて通っている方は利用者負担額（保育料）は無償で0円となります。

単位：円

1号

教育

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間

1 1 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0

6,600 6,500 3,300 3,250

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

48,600円未満 77,900 7,800 3,950 3,900

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

　　48,600円

48,601円以上　　54,000円未満

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

54,000円以上　　56,000円以下

56,001円以上　　57,700円未満

57,701円以上　　58,000円未満

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

58,000円以上　　64,000円未満 114,600 14,400 7,300 7,200

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

64,000円以上　　68,000円未満 115,600 15,300 7,800 7,650

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

68,000円以上　　74,000円未満 117,200 16,900 8,600 8,450

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

74,000円以上　　77,101円未満 117,500 17,200 8,750 8,600

要保護世帯等 （注2） 2,200 2,200 0 0

77,101円以上　　78,000円未満 117,500 17,200 8,750 8,600

11 78,000円以上　　84,000円未満 117,800 17,500 8,900 8,750

12 84,000円以上　　89,000円未満 118,000 17,700 9,000 8,850

13 89,000円以上　　97,000円未満 118,500 18,200 9,250 9,100

14 97,000円以上　　102,000円未満 118,800 18,500 9,400 9,250

15 102,000円以上　　109,000円未満 222,000 21,600 11,000 10,800

16 109,000円以上　　115,000円未満 224,000 23,600 12,000 11,800

17 115,000円以上　　133,000円未満 227,000 26,500 13,500 13,250

18 133,000円以上　　151,000円未満 228,000 27,500 14,000 13,750

19 151,000円以上　　169,000円未満 228,500 28,000 14,250 14,000

20 169,000円以上　　190,000円未満 332,000 31,500 16,000 15,750

190,000円以上　　211,200円以下

211,201円以上　　235,000円未満

22 235,000円以上　　301,000円未満 337,000 36,400 18,500 18,200

23 301,000円以上　　397,000円未満 440,000 39,300 20,000 19,650

24 397,000円以上 445,000 44,200 22,500 22,100

（１）

（２）

（３） 1号及び2号認定の主食費・副食費については、利用者負担額に含まれていません。施設が定める費用を支払う必要があります。

（４）

（５）

（６）

在籍児童の属する世帯の階層区分

8

9

要
保
護
世
帯
の
み
年
齢
制
限
無
し

5,60011,200

階層

１号

3

2･3号

　市町村民税均等割
　のみ課税世帯

13,10013,300

3

5

2024（令和6）年4月1日において

市町村民税非課税世帯

4

5

6

8

7

国免除

7

国免除

徴収

国免除

徴収

5,500

6,650 6,550

35,000 17,50034,40021

年
齢
制
限
無
し

年
齢
制
限
あ
り

　生活保護世帯等 (注1）

利用者負担額（3号は主食・副食費を含む）

多子
（（きょう
だい）

カウント

6

利用者負担額（保育料）、主食費・副食費の他に、施設が定める必要経費（教材費、送迎費ほか）の徴収がされる場合があります。詳細は直接施設にお問合せくだ
さい。

区　分

10

0

0

0

0

階層

0

11,000

17,200

（注１）　生活保護世帯等とは、生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯です。また、児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行うもの及び第６条の４に
規定する里親である教育・保育給付認定保護者についても生活保護世帯等に含みます。

（注２）　要保護世帯等とは、ひとり親世帯（医療母子父子認定、児童扶養手当受給者）や世帯員に障害者手帳（療育手帳等）を持つ世帯のことです。

（注３）　利用者負担額（保育料）について、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、企
業主導型保育施設児童発達支援、医療型児童発達支援、特定地域型保育事業に同時就園している場合は、2人目児童の利用者負担額を半額（表の第2子を参照）、3人
目以降の児童の利用者負担額を無料（表の第3子を参照）としています。つまり保育園等を利用する最年長の児童が第１子カウントとなります。

0

2024年4月1日時点の状況です。今後変更となる可能性があります。

徴
収

�
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額
を
支
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う

�

３号（３歳未満）

保育

第１子 第２子 （注３）

３号（３歳未満）

保育

第３子 （注３）

３号（３歳未満）

保育

2号（3歳児以上）

保育

標準・短時間標準・短時間

副食費（おかず代）

国免除

国免除

国免除

徴収

徴収

副食費については、国の制度として、①１号認定で市民税所得割額が77,101円未満の世帯、②2号認定で市民税所得割額が57,700円未満の世帯、③2号認定で
要保護世帯（注２）の場合は77,101円未満の世帯、④1号認定および2号認定で同時就園の第3子以降の場合の、①から④いずれかに当てはまる場合は副副食費
（おかず代）が免除になります。公立幼稚園については太田市立幼稚園給食費徴収規則をご覧ください。

同時就園の第3子とは、1号認定は世帯の生計を一にする小小学3年生までの児童を上から順に数えて3番目、22号認定は世帯の生計を一にする就学前で保保育施
設等を利用している児童を、上から順に数えて3番目となります。

徴
収

�
施
設
が
定
め
る
額
を
支
払
う

�

国免除

徴収

太田市利用者負担額（保育料）表

4

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

�
年
額

�

★
同
時
就
園
の
場
合
の
み
無
償

�
注
３

�

0

0

0

0

0

0

0

0

★

★

★

★

★

3号認定が満3歳になり2号認定を改めて受けた場合、年度中（2歳児クラスの間）の利用者負担額（保育料）は3号認定のままであり、翌年度の利用者負担額（保育
料）から2号認定の無料となります。

利用者負担額は保護者の市町村民税額（税額控除前の所得割額）を基に算定します。市町村民税が未申告の場合は最高階層（第24階層もしくは第8階層）として
算定します。

令和6（2024）年度 前期版太田市の利用者負担額（保育料）について




